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大学院大学構想時の議論

１

○「沖縄科学技術大学院大学の枠組み案」（沖縄科学技術大学院大学評議会（内閣府有識者会合））（2003年11月）

（沖縄に大学院大学を設置する理由）

Ø 新たな大学院大学の必要性：科学技術は融合的分野において発展しており、その一つが生命の機構の解明である。融
合的分野では高度の教育を受けた人材の必要性がより大きい。一方、既存の大学では学問分野間の壁が高く、特に生
命科学においては研究者が種々の学部に分属していることもあって、融合的な研究・教育が行ないにくい。そこで新
しい大学をつくる必要がある。

Ø 大学院大学を沖縄に設置する理由：沖縄はアジアの主要都市から近く、交流の拠点としての歴史があり、国際的な大
学の所在地としてふさわしい。一方、沖縄の経済的自立には科学技術に基づく新産業を育てる必要がある。国は沖縄
の事情に鑑み、投資する必要がある。

（大学院大学の目的）
Ø 世界の科学技術の発展に貢献する
Ø 沖縄をアジア太平洋地域の先端的頭脳集積地域とする

（研究・教育グループの組織）

Ø 想定される一つのシナリオとして、教員数50人くらいで開学する。研究の観点からは必要な教員数を決めるのは困難
だが、教育の観点からは、教員数200人で各コア・ディシプリンの主要な部分をカバーでき、230人で特色を出しつ
つバランスの取れた博士教育を実施でき、300人いれば将来の社会や学問の変化にかなり柔軟に対応することが可能
である。最適な規模については、今後さらに検討する。（略）運営費は教員一人当たり約1億円から100万ドルの研究
費プラス中央管理設備費、管理費、施設維持費などの他の経費を想定。

（教員の採用）

Ø 設立当初にトップクラスの研究者を採用することが重要であり、専攻分野や年齢よりも研究能力で選考する。優秀な
教員の採用のため、研究環境を整えるとともに、他の国の一流大学と競争できる条件を提示する。新規採用者には3
～5年のスタートアップ・パッケージを与える。スタートアップ期間終了後は競争的資金を獲得することが期待され
るが、大学も独自の研究資金を用意する。

〔備考〕枠組み案では、成功を収めているカルフォルニア工科大学を模範とされた（「枠組み文書Ⅱ」 （2015.7 OIST作成）より ）。
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２

○「新大学院大学の青写真」取りまとめ
（沖縄科学技術研究基盤整備機構の運営委員会）（2008年7月）

Ø 世界最高水準の大学院大学となるためには、長期にわたる政府による高水準の財政支援が不可欠であり、特別
の財政支援の仕組みの検討（国際的評価の確立状況を考慮する必要）を要請する。

Ø 国の特別の財政支援に伴い、税金の効率的・効果的な使用について説明責任・透明性の確保の仕組み（事業計
画・成果の審査、報告徴収、是正措置、財務諸表の公開、外部監査、監事の任命等）が必要。

○関係閣僚申し合わせ
（官房長官、沖縄及び北方担当相、科学技術担当相、財務相、文部科学相）（2008年12月）

Ø 法人に対する財政支援の制度（内閣府において、所要の予算措置を講じ、設立から一定期間については、教育
研究の水準の向上・自立的な経営への移行を促すための支援を行う。支援の在り方については、適切な時期に、
国際的な評価の確立状況等を踏まえて検証。）を設け、必要に応じて見直し等を行うこととする。

Ø 法人の業務運営について、高い透明性及び国民に対する説明責任が果たされる仕組みを設ける。国による財政
支援の目的も踏まえ、必要に応じ有識者の知見も活用しつつ確認・評価を行う。その際、大学院大学の教育研
究の特性に配慮する。

○「沖縄科学技術研究基盤整備機構中期目標（OIST開学時の姿）」（2009年4月）

Ø 開学時には経常的経費の大部分が国の補助金により措置されることが見込まれるが、将来の自立的経営に向け、
外部資金の充実に戦略的に取り組む。

Ø 法人の業務運営について関係法令に基づき積極的な情報提供を行い、高い透明性を確保し、税金の効率的・効
果的な使用について、国民に対する説明責任が果たされるよう努める。

Ø 理事会が決定し主務大臣が認可する事業計画に基づき事業を実施する。実施状況については、自主的に点検・
評価を行うとともに、主務大臣に報告するものとする。主務大臣においては、必要に応じ有識者の知見も活用
しつつ、実施状況の確認・評価を行う。
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年度事業計画認可

①大学院大学の設置・運営
-施設・組織機能の整備、教育研究活動、
入学者選抜、学位授与等

②学生に対する相談その他の援助
-就学援助、就職支援、カウンセリング等

③共同研究・受託研究等
-受託研究や共同研究の推進等

④研究成果の普及・活用促進
-情報発信、特許、民間への技術移転等

⑤研究集会の開催、研究者の交流促進
-国際シンポジウムの開催等

⑥主たる事業に附帯する業務
-売店、駐車場、職員向け保育所の運営等

内

閣

府

共同研究、
受託研究、
競争的資金、
寄附金等

教育の支障が無い限り収益事業が可能
【私学法第26条①】。
※現在、OISTが実施する収益事業はない。

u 学園法に規定する法人の業務全般に対する補助が可能【第3条①＆第8条①】。
u 法律上の補助率の上限はなく、２分の１を超えての補助も可能【第8条①】。
u 確実かつ適切な学園の業務運営を確保するために、年度事業計画の作成・内閣総理大臣からの認可を義務化

【第9条①】するとともに、情報公開の徹底し業務運営に関する透明性を確保（努力義務）【第3条②】。

学園法における沖縄科学技術大学院大学への財政支援の仕組み

補助金
使用
不可

156.4億円
【H30年度当初
予算】

46.7億円
【同上】

7.7億円
【H30年度実績】

※青字は学園法の規定に基づくもの ３

経営内容に関する
情報公開の徹底

-年度事業計画の公表
年度事業報告書の公表、
財務諸表等の公表、
学則・規程集等の公表、
役員給与水準等の公表、
独立行政法人と同じ情報
公開制度に基づく情報
開示等



補助金の執行と管理の流れ

事業実施状況の確認

翌年度事業計画の作成

事
業
年
度

OIST

○四半期毎の内閣府とOISTの定例協議会の開催
○月次の予算執行状況報告の確認
○四半期毎の施設整備の事業状況報告の確認
○その他事務レベルでの連携・情報交換

※適宜、会計検査院の検査

行政事業レビュー

公表

公表
予算執行の適切性・有効性の検証

内閣府

・監査報告書
を添付して
貸借対照表
損益計算書等
を提出【学園法
第12条②】

・収支予算書
予定貸借対照表
（当年度及び
翌年度分）
予定損益計算書
（当年度及び
翌年度分）
とともに提出
【学園法第9条①
&施行規則第2条】

・事業の実施状況
の報告

事業計画の認可

（必要な場合は、報告徴収、質問、検査等を文部科学大臣に要請
【学園法第8条②】）

OIST内での
執行管理

・事業報告書の作成
・監事報告書の作成
・財務書類の作成
【私立学校法第47条①、学園
法第12条①&施行規則第6条】

公表

（年度終了後2ヶ月以内）
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会計監査
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院

実地検査等



OIST関連予算額の推移
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2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

一時的経費（補正）

一時的経費（当初）

施設整備費（補正）

施設整備費（当初）

経常的経費（補正）

経常的経費（当初）

（億円）

118.8
103.8

147.0

198.0

175.3
192.4

215.5
203.1

221.6

34.5 51 51 51 55 60 65 70 75

- 33 52 78 99 125 145 168 -

（備考）１．各年度の予算額は、当該年度予算額＋前年度補正予算額としてグラフ化。
２．ＰＩの数は、予算算定上の定員。 ３．学生の数は年度末時点の人数。

2011年11月
OIST設立

2012年9月
OIST開学

2018年2月
第1回学位記授与式

2014年7月
枠組み文書Ⅱ策定

５

ＰＩ

学生

Lab3整備 Lab4整備

Lab5整備


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6

